
別 表（第４条関係） 
 

補助対象 

事業 
補助対象経費 補助金額等 

１ 活動事業 
補助対象者の活動に要す

る経費 

活動状況を勘案し、予算の範囲内で市長

定める額 

２ 大会等 

参加事業 

スポーツ競技 

大会等に参加する市内

に住所を有する選手（出場

する大会開催要項の規定

により登録された者）及び

監督、コーチ等の引率者

（上限を３名とする）が要

する次に掲げる経費 

 

文化活動 

大会等に参加する市内

に住所を有する出演者（出

場する大会開催要項の規

定により登録された者）及

び指導者等の引率者（上限

を２名とする）が要する次

に掲げる経費 

 

(1) 激励費 

(2) 交通費 

(3) 宿泊費 

(4) 大会参加費 

(5) 運搬料 

 

区 分 補助金額 

(1)激励費 

北陸ブロック以上の大会 

5,000 円/人 

国際大会（国外） 

10,000 円/人 

(監督・指導者除く） 

(2)交通費 

北海道・沖縄県 

25,000 円/人 

九州地方 

20,000 円/人 

東北・中国・四国地方 

15,000 円/人 

関東・甲信越・東海・ 

近畿地方 

10,000 円/人 

北陸地方 

3,000 円/人 

国際大会（国外） 

50,000 円/人 

(3)宿泊費 

国内宿泊 

5,000 円/泊 

国外宿泊 

10,000 円/泊 

（小人・大人共） 

(4)大会 

参加費 

実費の５割 

（上限 5,000 円/大会） 

(5)運搬料 
10 割以内とする。 

（上限 100,000 円/大会） 

 



（備 考） 

１ 大会等参加事業において、主催者又は推薦団体等が大会等の参加に係る

費用の全部又は一部を負担又は助成する場合は、補助対象経費からその額

を控除する。 

２ 「九州地方」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、

鹿児島県をいう。 

３ 「東北・中国・四国地方」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山

形県、福島県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛

県、徳島県、高知県をいう。 

４ 「関東・甲信越・東海・近畿地方」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼

玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静

岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌

山県をいう。 

５ 「北陸地方」とは、富山県、福井県をいう。 


